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沢井製薬株式会社及び全ての連結子会社（以下、「沢井製薬グループ」）は、企業理念及び行

動基準の実現に向け、情報資産を的確に取扱うことを目的として、ここに情報セキュリティ

ポリシーを定めます。 

 

１．情報セキュリティ体制 

沢井製薬グループは、情報セキュリティに関する法令その他の規範を遵守し、情報セキュリ

ティの責任者を選任し、情報セキュリティに関する責任と権限を与え、保有する情報資産を

保護する体制を構築します。 

 

２．情報セキュリティ対策 

沢井製薬グループは、情報セキュリティポリシーに基づいた規程・細則・手順書を整備して、

情報利用者に遵守させることにより人的な情報セキュリティを図るとともに、情報資産へ

の不正又は不必要なアクセス、漏洩、改ざん、紛失、破壊等を防止するシステムの導入によ

る技術的・物理的な情報セキュリティ対策を実施します。 

 

３．情報セキュリティ監査及び教育 

沢井製薬グループは、情報セキュリティの定期的な点検又は監査を実施することにより情

報セキュリティ水準が維持されていることを確認し、定期的に情報セキュリティ教育又は

訓練を実施することにより情報セキュリティ意識の向上を図ります。 

 

４．事故防止と対策 

沢井製薬グループは、情報セキュリティ事故の防止に万全を尽くします。万一、情報セキュ

リティ事故が発生した場合には、迅速に対応して被害が最小限となるようにし、法的措置、

再発防止措置その他必要な措置を実施します。 

 

附則 

本方針の管轄はＧＣＤＸＯとする。 

本方針の改廃にはサワイグループホールディングス取締役会決議が必要である。 

2017年 9月 26日制定・施行 

2021年 4月 1日改定・施行 

2024年 4月 26日改定・2024年 6月 25日施行 

 

sawai Group Information Security Policy 日本語訳 


